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ふるさと企業経営承継円滑化事業（承継準備型（企業価値評価）） 助成金交付要領 
 

 

１ 目的 

この要領は、公益財団法人ふくい産業支援センター（以下「支援センター」という。）が実施

する、ふるさと企業経営承継円滑化事業（承継準備型（企業価値評価）） 助成金交付事業に関

する必要な事項を定め、その業務の適正かつ円滑な実施に資することを目的とする。 

 

２ 助成事業の内容 

支援センターが交付する助成金交付事業の対象となる事業（以下「助成事業」という。）の内

容は、事業引継ぎにより近親者以外の者に事業承継するにあたり、その準備に必要な企業価値

の評価に伴う取組みとする。 

 

３ 定義 

  この要領において使用する用語の定義は、次の各号とする。 

① 「中小企業者」とは、中小企業基本法第２条に規定する中小企業者をいう。 

② 「県内中小企業者」とは、福井県内に主たる事業所を有する中小企業者をいう。 

③ 「小規模企業者」とは、中小企業基本法第２条第５項に規定する小規模企業者をいう。 

④ 「大企業」とは、中小企業基本法第２条に規定する中小企業者に該当しない会社・個人で、

事業を営む者をいう。 

⑤ 「みなし大企業」とは、以下のものをいう。 

ア 発行済株式の総数又は出資価額の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有して

いる中小企業者 

イ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の３分の２以上を大企業が所有している中

小企業者 

ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中

小企業者 

⑥ 「福井県事業承継ネットワーク参加機関」とは、別表１の機関とする。 

⑦ 「フランチャイズ契約」とは、一定の地域内で商標等の営業の象徴となる標識を用いて事

業を行う権利を付与する契約とする。 

⑧ 「事業承継」とは、会社においては先代経営者が代表取締役を退任し、後継者が代表取締

役に就任することなどとし、個人においては商号（屋号）や経営資源を承継（現代表は廃

業届を後継者は開業届を提出）することとする。 

⑨ 「近親者」とは、配偶者、直系血族、３親等内の傍系血族または３親等内の姻族をいう。 

⑩ 「事業引継ぎ」とは、事業譲渡などにより、事業の全部または一部を近親者以外の者に

事業承継することをいう。 

 

４ 助成事業対象者および事業内容 

 助成金交付事業の対象となる者（以下、「助成事業対象者」という。）および助成対象となる

事業内容は次のとおりとする。 

助成事業対象者※ 助成対象となる事業内容 

代表者が満６０歳以上の県内中小企業者 

または代表者が満６０歳以上の県内中小

企業者の事業を引き継ぐ県内中小企業者 

ア 企業価値の評価 

イ その他、上記に附帯する取組み 

※福井県事業承継ネットワーク参加機関と連携して事業計画（様式第１）を策定する者に限

る。 

※みなし大企業、フランチャイズ契約を締結して事業を行っている者は除く。 

 

５ 助成対象経費 

 助成対象経費は、２の事業に要する経費であって、別表２に定める経費のうち支援センター

が必要と認める経費とする。ただし、別表２に定める経費に係る消費税および地方消費税額は

助成対象経費から除く。 
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６ 助成率および助成金額 

助成金の額は、評価対象の企業規模に応じて次のとおりとする。 

企業規模 助成金の額 

小規模企業者 
１件当たり２０万円を上限 

（助成対象経費の３分の２以内） 

中小企業者（小規模企業者を除く） 
１件当たり１５０万円を上限 

（助成対象経費の２分の１以内） 

 

７ 助成対象期間 

助成金交付事業の助成対象期間は、交付決定の日から翌年１月末日までとする。 

 

８ 計画申請の制限 

計画を申請しようとする者は、申請事業に係る自主財源分について、他の助成事業による助

成を受けることができない。 

 

９ 助成事業の採択基準 

助成事業は、次に掲げる基準を総合的に勘案し、予算の範囲内で採択するものとする。 

① 事業引継ぎにより引き継ぎたい技術または商品・サービスに優位性があること 

② 事業計画および方法が、その目的を達成するために適切であり、かつ充分な成果を期待

し得る事業であること 

 

１０ 助成金の交付決定までの手続き 

支援センターは、次の手続きにより助成金交付事業を決定するものとする。 

（１） 申請者は、福井県事業承継ネットワーク参加機関と連携して様式第１の助成金交付に関す

る事業計画書（以下「事業計画書」という。）を作成し、福井県事業承継ネットワーク参加機

関が作成した様式第２の意見書を添えて、支援センターが別に定める期日までに支援センタ

ーに提出するものとする。 

（２） 支援センターは、事業計画書の提出があったときは、当該申請に係る審査を行うほか、必

要に応じて現地調査等を行い、その結果、適当と認められるものについて通知する。 

 

１１ 助成金の交付申請 

（１）１０（２）による通知を受けた申請者（以下、「助成事業者」という。）は、様式第３の助成

金交付申請書を、支援センターが別に定める資料を添付して、支援センターが定める期日ま

でに提出するものとする。 

（２） 支援センターは、助成事業者から交付申請書の提出があったときは、すみやかに助成事業

者に様式第４にて助成金交付決定通知をするものとする。 

 

１２ 助成金の交付の条件 

（１） 支援センターは、助成金の交付決定をする場合において、助成金の交付の目的を達成する

ため必要があるときは、助成事業者に対して次に掲げる条件を付するものとする。 

① 助成事業に要する経費の配分の変更（１３（１）に該当する場合を除く。）をする場合、

様式第５の助成事業計画変更承認申請により支援センターの承認を受けること。 

② 助成事業を行うため締結する契約の方法に関する事項その他助成金交付事業に要する

経費の使用方法に関すること。 

③ 助成事業の内容の変更（１３（２）に該当する場合を除く。）をする場合、様式第５の助

成事業計画変更承認申請により支援センターの承認を受けること。 

④ 助成事業を中止し、または廃止する場合、様式第６の助成事業中止（廃止）申請書によ

り支援センターの承認を受けること。 

⑤ 助成事業が指定の期間内に完了しない場合、またはその遂行が困難となった場合は支援

センターに報告し、支援センターの指示を受けること。 
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１３ 軽微な変更 

助成金の経費配分の変更について、事業目標の範囲内で、次に該当する事項は軽微な変更の

範囲とする。 

（１） 助成対象経費の各経費区分において２０％の範囲内の変更（助成対象経費区分ごとの金額

相互間でいずれか低い額の２０％以内の変更額の増減のもの）で助成金の総額に変更を生じ

ないもの 

（２） 助成事業の目的および事業の遂行に影響を及ぼさない範囲での変更 

 

１４ 助成事業の遂行 

助成事業者は、助成金の交付決定の内容およびこれに付した条件に従い、善良な管理者の注

意をもって助成事業を行わなければならず、助成金を他の用途へ使用してはならない。 

 

１５ 助成事業の実績報告 

（１） 助成事業者は、当該助成事業の完了後、１０日以内に様式第７の助成事業実績報告書（以

下「実績報告書」という。）を提出するものとする。 

（２） 助成事業者は、（１）の実績報告を行うに当たって、助成金に係る消費税および地方消費税

に係る仕入控除税額が明らかな場合は、当該消費税および地方消費税に係る仕入控除税額を

減額して報告しなければならない。 

 

１６ 助成金の額の確定 

支援センターは、助成事業者から実績報告書の提出を受けた場合に、当該報告に係る書類の

検査を行うほか、現地調査等を行うものとする。 

その報告に係る事業の実施結果が、助成金の交付決定の内容（１２に基づいて変更を承認し

た場合はその承認された内容）およびこれに付された条件に適合していると認めたときは、交

付すべき助成金の額を確定し、その旨を様式第８の助成金確定通知書によって当該助成事業者

に通知する。 

 

１７ 助成金の請求 

助成事業者は、助成金の支払いを受けようとするときは、様式第９の精算払い請求書により

支援センターに助成金の交付請求を行うこととする。 

 

１８ 助成金の支払い 

支援センターは、１６により交付すべき助成金の額を確定したのち、１７により助成金の交

付請求を受けた時は、助成金を助成事業者に対し支払うものとする。 

 

１９ 交付決定の取消し 

（１） 支援センターは、助成事業者が次の各号の一に該当するときは、当該申請に係る助成金の

交付決定の全部または一部を取り消すことができるものとする。 

① 本交付要領の規定に基づく措置に違反した場合および助成事業者が助成金を他の用途

へ使用した場合 

② 助成事業に関して助成金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反した場合 

③ 支援センターの承認を受けずに、当該助成事業を廃止（中止）した場合 

④ 当該助成事業を遂行する見込みがないと判断した場合 

（２） 前項の規定は助成金の額の確定後においても適用されるものとする。 

 

２０ 助成金の返還 

支援センターは、１９の規定に基づき助成金の交付決定を取り消した場合には、当該助成事

業の取消しに係る部分に関し、その額の返還を、期日を定めて命じるものとする。また、助成

金返還を求められた助成事業者は、支援センターが定める期日までに返還しなければならない。 

 

２１ 加算金および延滞金 

（１） 助成事業者は、支援センターから２０に基づく助成金の返還を求められたときは、その請

求に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還を求められた助成金の額
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（その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納付額を控除した額）につき

年１０．９５パーセントの割合で計算した加算金を納付しなければならない。 

（２） 助成事業者は、支援センターから助成金の返還の命令を受け、これを納付期日までに納め

なかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年１

０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。 

（３） 支援センターは、（１）および（２）においてやむを得ない事情があると認めたときは、加

算金または遅滞金の全部または一部を免除することができるものとする。 

 

２２ 立入検査等 

支援センターは、助成金交付事業の適正を期すため、必要に応じて、助成事業者に対して報

告させ、または支援センターが指定する者により、助成事業者の事務所等に立ち入り関係帳簿

書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問することができるものとする。 

 

２３ 助成金の経理 

助成事業者は、助成金に係る経理について収支を明確にした証拠の書類を整備し、かつ、こ

れらの書類を事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

２４ 事業成果の報告 

助成事業者は、助成事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から５年間、または、事業

承継の実施までは、毎年の２月末日を期限に、事業成果報告書（様式第１０）を、支援センタ

ーに提出しなければならない。 

 

２５ 廃業する場合の措置 

     助成事業者は、助成事業の完了した日から５年未満で廃業を行う場合は、支援センターに対

しその旨を報告しなければならない。その際、支援センターは助成事業者に対し、既に支払っ

た助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。 

 

２６ その他の事項 

（１） 助成事業者は、助成金交付事業を遂行するにあたって本交付要領の定めのほか、支援セン

ターが別途定める「事業承継者向け助成金助成事業実施の手引き」に従わなければならない。 

（２） 支援センターは、助成金交付事業の円滑かつ適正な運営を行うために必要な事項について、

別に定めることができる｡ 

 

 

附則 

  (施行期日) 

      本交付要領は平成３０年５月１０日から施行する。 

 

附則 

  (施行期日) 

      本交付要領は平成３１年４月１日から施行する。 

 

附則 

 （施行期日） 

   本交付要領は令和２年５月１１日から施行する。 



 5 

（別表１） 

福井県事業承継ネットワーク参加機関 
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（別表２）                            

 

助成対象経費 
 

 

 

１ 助成対象経費 

 

経費区分 内容 

企業価値の 

評価費 
委託費 企業価値の評価に要する経費 

企業価値の評価 

に附帯する経費 

委託費 
事業引継ぎに向けたコンサルティングに要する

経費 

その他 支援センターが助成事業に必要と認める経費 

（注）助成事業は、企業価値の評価を伴うものとする。 

 

 

２ 助成対象にならない経費 

 ・顧問料 

 ・官公庁等の手続き及び書類作成、訴訟・トラブル対応に要する経費 

・諸経費、公租公課（消費税及び地方消費税額を含む） 

 ・飲食費、接待費、交際費、遊興、娯楽に要する費用 

 ・他の国、県、市町の補助金により、補助対象となっているもの 

・その他、公的資金の使途として社会通念上、不適切と判断する経費（風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２１号）第２条により定める営業内容等） 
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様式第１ 

助成金交付に関する事業計画書 

 

年  月  日 

公益財団法人ふくい産業支援センター 

理事長 様 

申請者 

住  所  

事業者名  

代表者名                   印 

担当者氏名  

連絡先   TEL:              FAX:                

    E-mail: 

 

 ふるさと企業経営承継円滑化事業（承継準備型（企業価値評価））助成金交付要領１０の規定によ

り、助成金の交付を希望しますので、下記のとおり事業計画書を提出します。 

記 

１ 事業名 

 

２ 事業実施期間         年  月   ～     年  月 

 

３ 事業実施計画       別紙２のとおり 

 

４ 事業に要する経費 

（１）事業費総額            金         円 

（２）助成対象経費           金         円 

（３）希望する助成額          金         円 

（４）助成対象経費の配分および積算   別紙３のとおり 

（５）助成対象外経費総額        金         円 

（６）助成対象外経費総額の負担方法 

 

５ 助成金の支払いを必要とする時期       年   月 

 

６ 添付書類 

（１）申請者の詳細（別紙１） 

（２）事業実施計画（別紙２） 

（３）助成事業に係る支出内訳および資金調達（別紙３） 

（４）個人事業者の場合は住民票（応募日以前３カ月以内に発行、マイナンバー不要） 

（５）直近三期分の決算書資料（損益計算書、貸借対照表、勘定科目内訳明細書） 

（６）直近の確定申告書別表二（同族会社の判定に関する明細書） 

（７）県税に滞納がない旨の証明書（応募日以前１カ月以内に発行）または県税の納税状況の確認

について（別紙４） 

（８）会社概要のわかるもの（パンフレット等） 

（９）事業承継診断票（別紙５） 

（１０）意見書（様式第２） 
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（別紙１） 

申請者の詳細 

 

企業名  代表者名 

(役職) 
(氏名) 

(年齢) 

法人番号              ※法人の場合のみ記載 

創業年 

（西暦） 

                   年 

（創業からの業歴         年） 所在地 
 

企業沿革 

(設立年

月日等) 

 

 
業種 

 

主な商品 

サービス 

 

資本金            千円 

常時雇用す

る従業員数            人 
純資産額 
（直近） 

           千円 

売上等 直近 １期前 ２期前 

 

売上高           千円          千円          千円 

当 期 

純利益 
          千円          千円          千円 

売上構成 

事業（取扱品目）内容 売上構成 

株主構成 

名称・氏名 当社との関係 持株比率 

 ％   ％ 

 ％   ％ 

 ％   ％ 

 ％   ％ 

特記事項 

 

 

※純資産額がマイナスで役員家族借入等がある場合は借入先と金額を記入（勘定科目内訳明細書など借入状況がわかる書類も添付）ください。 

補助金交付の実績 

（３年以内） 

 

現在申請中の補助金  

 

○事業を譲り渡す県内中小企業者の詳細（※経営者が６０歳以上の県内中小企業者の事業を引き継ぐ県内中小企業者のみ） 

企業名  代表者名 

(役職) 
(氏名) 

(年齢) 

創業年 

（西暦） 

                   年 

（創業からの業歴         年） 所在地 
 

業種 
 主な商品 

サービス 
 

常時雇用す

る従業員数      人 資本金      千円 
売上高 

（直近） 
  千円 
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※常時雇用する従業員：法人の場合は代表者、法人役員、個人事業者の方は代表者と生計を一にしている三親等以内

の親族、及びパート・アルバイト等の短時間労働者は除く。 

 

（別紙２）      事業者名 

 

事業実施計画書 

 

 

１  助成事業の内容 
（助成事業の具体的な実施内容・達成方法を記載してください。必要に応じて、概略図や写真等を添付してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 助成事業の目標 
（従業員の雇用の維持や取引先の引継ぎなど、最終的にどのような成果を期待するのかを記入してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業引継ぎにより引き継ぎたい技術または商品・サービスの優位性 
（事業引継ぎにより引き継ぎたい技術または商品・サービスなどを記入して、他社と比較してどの程度の優位性があるかなどを記載

してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※必要に応じ枚数を追加して下さい。 
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（別紙３）      事業者名 

 

助成事業に係る支出内訳および資金調達 

 

 

○支出内訳                       （単位：円） 

経費区分 

事業費 

助成希望額 備考 
名称・種類・仕様 単価 

数量 

（単

位） 

金額 

助
成
対
象
経
費 

企業価値の

評価費 
委託費 

      

      

      

小計      

企業価値の

評価に附帯

する経費 

委託費 

      

      

      

その他 

（   費） 

      

      

      

小計      

合計    

助成対象外経費    

総合計    

 

 

○調達方法        （単位：円） 

内訳 金額 調達先 備考 

自 己 資 金 円   

借 入 金 円   

そ の 他 円   

合 計 円   
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（別紙４） 

 

県税の納税状況の確認について 

 

 私は、ふるさと企業経営承継円滑化事業（承継準備型（企業価値評価））助成金の活用に

当たり、福井県の県税事務所等が、福井県産業労働部創業・経営課に対し、私の福井県へ

の納税状況に関する情報を提供することに同意します。 

 

   令和  年  月  日 

 

      ※申請者が法人の場合は法人名、団体の場合は代表者氏名を記載 

     ［フリガナ］     

法人名                               ㊞ 

 

［フリガナ］     

代表者名                              ㊞ 

 

      所在地                                    

 

 

  福井県知事  杉 本 達 治  様 

 

 

＊納税状況の確認に関する事項 

  本同意書に基づき提供された納税状況は、ふるさと企業経営承継円滑化事業（承

継準備型（企業価値評価））助成金の事務以外には使用いたしません。 

 

※福井県担当者記入欄 

上記の者の令和  年  月  日現在の県税の納税状況については以下のとおり

です。 

 

  □滞納なし     □滞納あり 

 

  □徴収猶予あり 

 

 

 

回答事務所  □福井県税事務所 □嶺南振興局税務部 

 

受付印 
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（別紙５） 

事業承継診断票 

 
 

企業名：                取扱い支援機関名：             

事業承継ヒアリングシート 

経営者の年齢：      歳      業種： 

従業員数：        人      売上：        百万円 

 Ｑ１ 会社の１０年後の夢について語り合える後継者候補がいますか。 

   （  ）①はい ⇒それは誰ですか？【氏名：               】・（  ）②いいえ 

 ※「①はい」→Ｑ２、「②いいえ」→Ｑ７へお進みください。 

 Ｑ２ 候補者本人に対して、会社を託す意思があることを明確に伝えましたか。 

   （  ）①はい ・ （  ）②いいえ 

     ※「①はい」→Ｑ３～Ｑ６、「②いいえ」→Ｑ８～Ｑ９をお答えください。 

 Ｑ３ 候補者に対する経営者教育や、人脈・技術などの引継ぎ等、具体的な準備を進めていますか。 

   （  ）①はい ・ （  ）②いいえ 

 Ｑ４ 役員や従業員、取引先など関係者の理解や協力が得られるよう取組んでいますか。 

   （  ）①はい ・ （  ）②いいえ 

Ｑ５ 事業承継に向けた準備（財務、税務、人事等の総点検）に取りかかっていますか。 

  （  ）①はい ・ （  ）②いいえ 

Ｑ６ 事業承継の準備を相談する先がありますか。 

  （  ）①はい ⇒それは誰ですか？【相談先氏名・名称        】・（  ）②いいえ 

 Ｑ７ 親族内や役員・従業員等の中で後継者候補にしたい人材はいますか。 

   （  ）①はい ・ （  ）②いいえ 

     ※「①はい」→Ｑ８～Ｑ９、「②いいえ」→Ｑ１０～Ｑ１１をお答えください。 

 Ｑ８ 事業承継を行うためには、候補者を説得し、合意を得た後、後継者教育や引継ぎなどを行う準備期間が 

必要ですが、その時間を十分にとることができますか。 

   （  ）①はい ・ （  ）②いいえ 

 Ｑ９ 現在までに後継者に承継の打診をしていない理由が明確ですか。（後継者がまだ若すぎる など） 

   （  ）①はい ・ （  ）②いいえ 

 Ｑ１０ 事業を売却や譲渡などによって引継ぐ相手先の候補はありますか。 

   （  ）①はい ・ （  ）②いいえ 

 Ｑ１１ 事業の売却や譲渡などについて、(1)相談する専門家はいますか。(2)実際に相談を行っていますか。 

  (1)相談する専門家はいますか。 

  （  ）①はい ⇒それは誰ですか？【相談先氏名・名称        】・（  ）②いいえ 

  (2)実際に相談を行っていますか。  

（  ）①はい ・ （  ）②いいえ 

Ｑ３～Ｑ６ で１つ以上「②いいえ」と回答した方・・・円滑に事業承継を進めていくために、事業承継計画の策定による計画 

的な取り組みが求められます。 

Ｑ８～Ｑ９ で１つ以上「②いいえ」と回答した方・・・企業の存続に向けて、具体的に事業承継についての課題の整理や方向 

性の検討を行う必要があります。 

Ｑ10～Ｑ11で１つ以上「②いいえ」と回答した方・・・事業引継ぎ支援センターにご相談ください。 
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様式第２ 

 

  年  月  日  

 

意  見  書 
 

 

                  支援機関名  

                  代 表 者               印 

 

 

  年度ふるさと企業経営承継円滑化事業（承継準備型（企業価値評価））にかかる      

（代表者  ）の申請についての当機関の意見は、下記のとおりです。 

 また、当機関は、当該申請者の様式第１の事業計画の策定について支援しており、助成事業の実

施および助成事業終了後の円滑な事業承継についてフォローアップします。 

 

記 

 

１ 支援機関としての意見 

事業引継ぎにより引き継

ぎたい技術または商品・

サービスの優位性 

 

 

２ 支援体制 

支援機関名 

  

支援業務担当者 

役職名 氏名         ○印  

 



 14 

様式第３ 

 

助 成 金 交 付 申 請 書 

 

年  月  日 

公益財団法人ふくい産業支援センター 

理事長 様 

 

申請者 

住  所  

事業者名  

代表者名                   印 

担当者名 

連絡先  TEL:              FAX:                

    E-mail: 

 

ふるさと企業経営承継円滑化事業（承継準備型（企業価値評価））助成金交付要領１１の規定によ

り、下記のとおり実施する事業に対する助成金の交付を申請します。 

 

記 

１ 助成事業名 

 

２ 助成金交付申請額    金         円 

 

３ 事業実施期間        年  月   ～     年  月 

 

４ 事業の実施計画     別紙２のとおり 

 

５ 事業に要する経費 

（１）事業費総額             金         円 

（２）助成対象経費            金         円 

（３）助成対象経費の配分および積算    別紙３のとおり 

（４）助成対象外経費総額         金         円 

（５）助成対象外経費総額の負担方法 

 

６ 助成金の支払いを必要とする時期         年    月 

 

７ 添付書類 

（１）申請者の詳細（別紙１） 

（２）事業実施計画（別紙２） 

（３）助成事業に係る支出内訳および資金調達（別紙３） 
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様式第４ 

 

助 成 金 交 付 決 定 通 知 書 
 

 

 

番       号 

  年  月  日 

助成事業者 

住  所 

事業者名 

代表者名             様 

 

公益財団法人ふくい産業支援センター 

理事長           

 

 

  年 月 日付で交付申請のあった助成金については、ふるさと企業経営承継円滑化事業（承

継準備型（企業価値評価））助成金交付要領（以下「交付要領」という。）１１の規定により下記の

とおり交付することに決定したので通知します。 

 

記 

 

１．助成金の交付の対象となる事業およびその内容 

 年 月 日付で交付申請のあったとおりとする。 

 

２．助成事業に要する経費および助成金の額は、次のとおりとする。 

助成事業に要する経費      金       円 

助成金の額           金       円 

ただし、助成事業の内容が変更された場合における助成事業に要する経費及び助成金の額

については、別に通知するところによるものとする。 

 

３． 助成対象経費の配分及び配分された経費に対応する助成金の額の区分は、助成金交付申請

書記載のとおりとする。 

 

４． 助成事業者は、次の各号の一に該当するときは、公益財団法人ふくい産業支援センターの

承認を受けなければならない。 

 （１）助成事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をするとき。 

 （２）助成事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をするとき。 

 （３）助成事業を中止し、または廃止するとき。 

また、助成事業者は、交付要領の定めおよび公益財団法人ふくい産業支援センターが別途

定める「事業承継者向け助成金助成事業実施の手引き」に従わなければならない。 

 

５． 助成事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないときまたは補助事業の遂行が困難と

なったときは、すみやかに公益財団法人ふくい産業支援センターに報告して、その指示を受

けなければならない。 
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様式第５ 

 

助 成 事 業 計 画 変 更 承 認 申 請 書 
 

年  月  日 

公益財団法人ふくい産業支援センター 

理事長 様 

 

助成事業者 

住  所 

事業者名   

代表者名               印 

 

  年 月 日付け ふ産支第   号で助成金交付決定通知を受けた助成事業の内容を、下

記のとおり変更したいので、ふるさと企業経営承継円滑化事業（承継準備型（企業価値評価））助

成金交付要領１２の規定により計画変更の承認を申請します。 

記 

１．変更の内容  

項  目 変 更 後 変 更 前 

 

 

 

 

 

 

 

２．変更の理由 

 

３．現在までに実施した助成事業の内容 

 

４．現在までに実施した助成事業に要した経費の明細 

 

５．助成事業の実施未了の概要 

 

６．変更後実施しようとする助成事業の内容 

（１）事業の目的 

（２）実施の方法 

（３）実施の期間 

（４）事業費総額 

（５）助成対象外経費の負担方法 

（６）助成対象経費総額 

（７）助成対象経費の配分及びその積算 

（８）助成金の支払いを必要とする時期 

注）消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して申請する場合は、次の算式を明記

すること。 

 （助成対象経費総額一消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額）×助成率＝助成金交付申請額 
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様式第６ 

 

 

 

助 成 事 業 中 止 （廃 止） 申 請 書 

 
年  月  日 

 

公益財団法人ふくい産業支援センター 

理事長 様 

 

助成事業者 

住  所  

事業者名  

代表者名             印 

 

 

  年 月 日付け ふ産支第   号をもって助成金交付決定通知を受けた助成事業

につきましては、当該事業の実施を中止（廃止）したいので、ふるさと企業経営承継円滑化

事業（承継準備型（企業価値評価））助成金交付要領１２の規定により下記のとおり申請し

ます。 

 

記 

 

１．事 業 名 

 

 

２．中止（廃止）の理由および内容 
（できるだけ具体的に記入してください。なお、関連する説明資料も添付してください。） 

 

 

３．現在までの事業の進捗状況 
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様式第７ 

 

助 成 事 業 実 績 報 告 書 
 

年  月  日 

 

公益財団法人ふくい産業支援センター 

理事長 様 

 

申請者 

住  所  

事業者名  

代表者名                   印 

担当者氏名  

連絡先    

 

 

  年 月 日付け ふ産支第   号をもって助成金交付決定通知を受けた助成事業

の事業実績について、ふるさと企業経営承継円滑化事業（承継準備型（企業価値評価））助

成金交付要領１５の規定により下記のとおり報告します。 

 

 

記 

１．事業の実施期間 

（１）当 初 計 画      年  月  日 ～    年  月  日 

（２）完了実績報告      年  月  日 ～    年  月  日 

 

２．事業の実施内容及び成果について 

（１）実施内容（報告書等が作成された場合は添付のこと） 

（２）成 果 

（３）事業の成果に対する評価 

 

３．事業の収支決算 

（１）収支総括表 

（２）助成対象経費の支出明細表 

 

 

（注）消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して申請する場合は、次の算式を

明記すること。 

    （助成対象経費総額一消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額）×助成率＝助成金交付申請額 
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様式第８ 

 

助 成 金 額 確 定 通 知 書 
 

 ふ産支第   号 

  年  月  日 

 

助成事業者 

住  所  

事業者名  

代表者名               様 

 

公益財団法人ふくい産業支援センター 

理事長        

 

  年 月 日付け ふ産支第  号をもって助成金の交付決定をした助成事業に対す

る助成金については、助成事業実績報告書を検査した結果、交付の内容およびこれに付され

た条件に適合していると認められるので下記のとおり助成金額を確定しました。 

つきましては、ふるさと企業経営承継円滑化事業（承継準備型（企業価値評価））助成金

交付要領１６の規定により下記のとおり通知します。 

 

 

記 

 

 

１．交付を決定した助成金額        金         円 

 

 

２．交付を確定した助成金額        金         円 

 

 

３．助成対象経費の配分及び配分された経費に対応する助成金の額の区分は、助成事業

実績報告書記載のとおりとする。 
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様式第９ 

 

精 算 払 い 請 求 書 
 

年  月  日 

 

 

公益財団法人ふくい産業支援センター 

理事長  様 

 

申請者 

住  所  

事業者名  

代表者名                   印 

担当者氏名  

連絡先    

 

  年 月 日付け ふ産支第   号による助成金額の確定通知書に基づき、ふ 

るさと企業経営承継円滑化事業（承継準備型（企業価値評価））助成金交付要領１７の規

定により下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１．交付請求金額          金        円 

 

（内 訳） 

          交付確定額   金        円 

          既 請 求 額   金        円 

          今回請求額   金        円 

          残 額   金        円 

 

 

２．指定する金融機関 

（1）金融機関および支店名 

（2）預金種別 

（3）口座番号 

（4）口座名義
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様式第１０ 

事 業 成 果 報 告 書 

 

  年  月  日 

 

公益財団法人ふくい産業支援センター 

 理事長 様 

助成事業者 

住  所  

事業者名  

代表者名             印 

（担当名           ） 

 

   年   月   日付け、ふ産支第    号で交付決定のあった助成事業        

については、下記のとおり、ふるさと企業経営承継円滑化事業（承継準備型（企業価値評価））

助成金交付要領２４の規定により事業成果を報告します。 
 

① 事業承継の実施の有無 実施 ・ 未実施 

② 事業承継の進捗状況  

 

（注）①、②は、助成事業終了後５年間または事業承継の実施までは記載を要する。 

 

添付書類  事業承継を実施したことがわかる書類（事業承継を実施した場合） 

事業譲渡契約書、合併契約書の写しなど 


